
 

 

 

 

令和３年第１回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年１月22日（金）午後３時00分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所第２庁舎 第１会議室 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ３番 宮澤  豊   ４番 板東 俊昭 

５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信   ７番 三木 克樹 

８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   栗橋  誠   八木沼 保幸 

松下 敬夫   馬場  旭   佐々木 園美  佐藤 正幸    

大友 敏雄   広瀬 英俊 

 

４ 欠席委員 

   農業委員 

２番 梅津 和美    

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和３年第１回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 

 

 

１ １ 可    

２ １ 可  

３ １ 可  

４ １ 可  

５ １ 可  

６ １ 可  

７ ２ 可  

８ ２ 可  

９ ２ 可  

10 ２ 可  

11 ２ 可  

12 ２ 可  

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 
７－１ ３ 可  

７－２ ３ 可  

７－３ ３ 可  

議案第３号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の

策定について 
 ４ 可  

議案第４号 伊達市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決

議(案)について 
 ５ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和３年第１回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、議案４件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議事が進みま

すようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号２番、梅津和美委員より、総会を欠席する旨の連絡がありました。また、推進

委員の馬場旭委員より、遅刻する旨の連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年２月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号５番、畠山義則委員及び議席番号６番、佐藤和信委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを

上程します。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号３について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号４について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号４については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号５について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号６について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号６について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号７について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号７について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号７については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号８について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号８について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号８については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号９について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号９について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号９については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号10について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号10について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号10については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号11について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号11について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号11については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号12について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号12について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 



- 4 - 

会長 賛成多数ですので、番号12については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められていますので、

委員会の審議を求めます。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号、番号７-１から７-３について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。７-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。７-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、７-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、７-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

７-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、７-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、７-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

７-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、７-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定についてを上程いたしま

す。このことについて、農業委員会等に関する法律第７条第１項及び第３項の規定に基づき、指針

を定め公表することについて委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの事務局からの説明に対して発言のある方は、挙手願います。 

 

会長 それでは採決します。議案第３号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願い 

します。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、本件については原案のとおり策定することといたします。 

 

会長 次に、議案第４号、伊達市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議(案)についてを上程いたし

ます。このことについて、一昨年10月以降に連続して発生した農業委員の不祥事を受け、本市にお
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いても法令遵守の徹底を図るうえで、農業委員会としての意思を表明するため、本決議を実施する

ものであります。 

それでは、詳細について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第４号、伊達市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について、ご説明申 

し上げます。 

委員の皆様にはご承知の方もいらっしゃるかと存じますが、一昨年の2019年10月に奈良県内の農 

業委員会会長が農地転用にかかる収賄容疑で逮捕されるなど不祥事が連続して発生いたしました。 

言うまでもなく農業委員会は行政委員会のひとつであり、農業委員及び農地利用最適化推進委員 

におかれましては、非常勤特別職の地方公務員という身分であることから、法令遵守による公正・ 

公平な職務遂行、とりわけ農地制度の適正執行に努めなければなりません。このことを踏まえまし 

て、伊達市農業委員会におきましても、職務遂行にあたって法令遵守の姿勢を明確にするため、綱 

紀保持の内容を明文化し、申し合わせ決議を行ってはいかがかという案件でございます。 

  明文化する内容は記載のとおりであり、朗読は省略いたしますが、農業委員の皆様におかれまし 

ては決議内容にご賛同いただき、この決議案に沿って今後の農業委員会活動を各委員が実施してい 

くことにつきまして、ご審議を賜りたいと存じます。 

 

会長 それでは審議に入ります。議案第４号について、発言のある方は挙手願います。よろしいです

か。それでは採決します。本件について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願いま

す。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、本件については原案のとおり決議することといたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第１回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和３年第２回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年２月26日（金）午後１時55分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市市民活動センター 交流室１・２ 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊    

４番 板東 俊昭   ５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信 

７番 三木 克樹   ８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   栗橋  誠   八木沼 保幸 

松下 敬夫   馬場  旭   佐々木 園美  佐藤 正幸    

大友 敏雄   広瀬 英俊 

 

４ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和３年第２回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 農地法第４条の規定による届出について 
１ １ 承  

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 

 

 

１ ２ 可    

２ ２ 可  

３ ２ 可  

４ ２ 可  

５ ２ 可  

議案第２号 農地法第３条の許可申請について 
１ ３ 可  

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
８－１ ４ 可  

８－２ ４ 可  

８－３ ４ 可  

８－４ ４ 可  

８－５ ４ 可  

８－６ ５ 可  

８－７ ５ 可  

８－８ ５ 可  

８－９ ５ 可  

８－10 ５ 可  

８－11 ５ 可  

８－12 ６ 可  

８－13 ６ 可  



- 2 - 

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
８－14 ６ 可  

８－15 ６ 可  

８－16 ６ 可  

８－17 ６ 可  

議案第４号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
１ ７ 可  

２ ７ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和３年第２回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中９名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告１件議案４件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議事

が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、推進委員の松下敬夫委員より、遅刻する旨の連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年３月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号７番、三木克輝委員及び議席番号８番、水戸部俊輝委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、農地法第４条の規定による届出についてを報告いたします。このこと

について、農道の移設に伴う農地転用に関する届け出があったので、農地法第４条第１項第９号及

び農地法施行規則第 29 条第１項第１号の規定により農地転用の許可は不要であることの通知を行

ったので、報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 それでは、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを

上程します。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号３について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号４について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号５について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第３条の許可申請についてを上程します。このことについて、次の

とおり農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められていますので、

委員会の審議を求めます。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。８-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。８-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-１については原案のとおり決定することといたします。 
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会長 次に、８-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-４については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-５について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-５については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-６について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-６については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-７について、発言のある方は挙手願います。 

 

松下委員 東地区の松下です。８-７の上館山町●●●番●というのは、先ほど、議案第１号の４番で

同じ人が一度解約されていて、また借りているというのは、何かあるのでしょうか。こういうのは、

今まで見たことが無かったので。 

 

事務局 お答えいたします。こちらは●●さんの方から●●さんが賃貸借するに当たって、この上館

山の土地を３条でやっていたものですから、１回、解約して利用集積で借り直すというので一緒に

賃貸借を結んだというものであります。 

 

松下委員 分かりました。 

 

会長 他に発言のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。無ければ採決します。８-７につい

て、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、８-７については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-８について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-８について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-８については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-９について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-９について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-９については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-10について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-10について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-10については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-11について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-11について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-11については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-12について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-12について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-12については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-13について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-13について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-13については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-14について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-14について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-14については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-15について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-15について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 



- 7 - 

会長 賛成多数ですので、８-15については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-16について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-16について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-16については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-17について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-17について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-17については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第４号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてを上程いたしま

す。このことについて、伊達市長より農業振興地域整備計画の変更に係る意見書を求められたので、

委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第２回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和３年第３回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年３月26日（金）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市市民活動センター 交流室１・２ 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊   ４番 板東 俊昭 

５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信   ７番 三木 克輝 

８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   栗橋  誠   八木沼 保幸 

松下 敬夫   馬場  旭   佐々木 園美  佐藤 正幸    

大友 敏雄   広瀬 英俊 

 

４ 欠席委員 

   農業委員 

    １番 廣瀬 匡聡 

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和３年第３回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 農地法第５条の規定による届出について 
１ １ 承  

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ ２ 可    

議案第２号 農地法第３条の許可申請について 
１ ３ 可  

２ ３ 可  

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
９－１ ４ 可  

９－２ ４ 可  

９－３ ４ 可  

９－４ ４ 可  

９－５ ４ 可  

９－６ ５ 可  

９－７ ５ 可  

９－８ ５ 可  

９－９ ５ 可  

９－10 ５ 可  

９－11 ５ 可  

９－12 ６ 可  

９－13 ６ 可  
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議案第３号 

 

農用地利用集積計画の決定について 

 
９－14 ６ 可  

９－15 ６ 可  

９－16 ６ 可  

９－17 ６ 可  

９－18 ７ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和３年第３回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告１件議案３件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議事

が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号１番、廣瀬匡聡委員より、欠席する旨の連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年４月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号２番、梅津和美委員及び議席番号３番、宮澤 豊委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、農地法第５条の規定による届出についてを報告いたします。このこと

について、認定電気通信事業に供する中継施設の設置に伴う農地転用に関する届け出があったので、

農地法第５条第１項第８号及び農地法施行規則第 53 条第１項第 14 号の規定により農地転用の許可

は不要であることの通知を行ったので、報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 それでは、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを

上程します。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第３条の許可申請についてを上程します。このことについて、次の

とおり農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 
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事務局 （議案第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められていますので、

委員会の審議を求めます。 

  それでは、番号９-１から９-４について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-１から９-４について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。９-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。９-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-４については原案のとおり決定することといたします。 
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会長 次に、番号９-５ですが私が当事者のため議長を会長職務代理と交代いたします。 

    （議長交代） 

職務代理 議長を交代しました。よろしくお願いいたします。番号９-５の審議にあたっては、小貫委員

の案件であることから、会議規則第10条の規定により審議の間、小貫委員の退席をお願いします。 

    （小貫委員退席） 

職務代理 それでは、番号９-５について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-５について議案書をもとに説明） 

 

職務代理 それでは審議に入ります。番号９-５について、発言のある方は挙手願います。よろしいです

か。それでは採決します。番号９-５について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願

います。 

（委員挙手） 

職務代理 賛成多数ですので、番号９-５については原案のとおり決定することといたします。 

（小貫委員着席） 

職務代理 小貫委員に報告いたします。番号９-５については、原案のとおり決定いたしました。それで

は、議長を交代します。 

（議長交代、小貫会長議長席着席） 

会長 次に、番号９-６から９-18について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-６から９-18について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。９-６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。９-６について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-６については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-７について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-７については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-８について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-８について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-８については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-９について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-９について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、９-９については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-10について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-10について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-10については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-11について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-11について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-11については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-12について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-12について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-12については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-13について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-13について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-13については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-14について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-14について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-14については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-15について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-15について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-15については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-16について、発言のある方は挙手願います。 

 

宮澤委員 ３番宮澤です。参考までに教えていただきたいことがあるのですが、ここは●の研修施設

という位置づけになっていますよね。初歩的なことを聞きたいのですが、土地は分かるのですが上

屋のハウスというか、当然、ハウスが掛かっていると思いますが、高設栽培の施設もある。その施

設の契約形態は●●●ではないので詳しくは分からないかもしれないが、どのような契約になって

いたか分かれば教えていただきたい。それともうひとつ。施設のハウスと高設栽培、たぶん隣だっ

たとしても高設栽培を別のハウスに持って行くということではないと思う。それで、この金額とい
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うのが土地だけなのか、施設を借りているものが入っているのか、ちょっと分からない。現在の研

修施設でいちごをやっているという事について、農業委員会事務局の主観でよいので何人ぐらいや

っていてうまくいっているのかどうか、もし分かれば教えて欲しい。 

 

事務局 お答えいたします。まず、この施設ですが●が貸付という形で設置したもので、土地とは別

契約になります。それで、高設栽培の移動については今回、出て行った方が元々使われていたもの

をそのまま使っていると思われるので、移動とかはないと思います。また、地代はハウスなどと別

になっております。次に、現在やっている方は確か、６人だと思います。当時は●●から指導、新

規就農という形で入りましたが、●●へ帰られたり、就農をやめたりで６人が残ったと。６人は、

経営的にはきちんとやられていると聞いております。 

 

宮澤委員 分かりました。 

 

会長 他に発言のある方はいらっしゃいますか。八木沼委員。 

 

八木沼委員 私も、宮澤委員とほとんど同じような疑問を持ちました。議案を見ると賃貸料が10ａあ

たりにすると●万円ですけど、たぶん想像だが上物込みという解釈なのかと。例えば、同じ東関内

町の番号９-13で10ａあたり●千円で契約。条件がどれだけ違うのか分からないが、この研修施設は

●万円で賃貸借契約していると。まあ、上物込みなら込みで別にいいと思うのだが、以前は地面と

上物施設は分けて考えるという決まりみたいなものがあったのでは。というのは、いたずらに伊達

市の農地の賃借料の平均価格を上げてしまうのはいかがなものか。昔と同じような流れで、ハウス

がある所では、ハウスの分は例えば●●なり、今回の事案なら●●●なり別に審査するような。今

までそんな事であったのだけれど。それで、込みなら込みでよいが、それをきちんと議案の備考に

書いておかないと。ただ、平均の賃借料を上げてしまうのはどうかと思う。 

 

事務局 たぶん、ハウス込みという考え方よりもハウスを設置したのが●●●なので、条件が整った

中に入って来てもらうという部分が賃借料に加味されているのではないかと考えております。ハウ

ス込みかどうかは確認不足ですが、おそらく条件的には相当良い条件で整備された所に入って来て

おりますので、そう言った事もあるのかと考えます。 

 

八木沼委員 今度また同じような案件が出てくるかもしれない。それはそれで分けて考えれば、そう

いう考えで行くなら行くでよいのだけれども。確かに大きな農地と全部条件が違うのだから。別に

単価が高いとか安すぎるとか思わないし、それは全然、問題はないと思う。分けて考えるというや

り方の方が、農業委員会が審査すべきものと上物は当事者の方でやる方がいいのかな。皆さんどう

思うか分からないが。 

 

会長 他に発言はありませんか。よろしいですか。それでは採決します。９-16について、原案のとお

り決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-16については原案のとおり決定することといたします。 
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会長 次に、９-17について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-17について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-17については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、９-18について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

９-18について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-18については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第３回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和３年第４回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年４月23日（金）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市市民活動センター 交流室１・２ 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊   ５番 畠山 義則 

６番 佐藤 和信   ７番 三木 克輝   ８番 水戸部 俊輝 

９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

佐藤  修   栗橋  誠   松下 敬夫   佐々木 園美 

大友 敏雄    

 

４ 欠席委員 

   農業委員 

    １番 廣瀬 匡聡   ４番 板東 俊昭 

農地利用最適化推進委員 

    寺島  亨   八木沼 保幸  馬場  旭   佐藤 正幸    

広瀬 英俊 

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 鈴木 洋夫  農地係主任 横浜 康弘 
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令和３年第４回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 

 

現況証明届出専決処分について 

 
１ １ 承  

２ １ 承    

議案第１号 農用地利用集積計画の決定について 
１－１ ２ 可  

１－２ ２ 可  

１－３ ２ 可  

議案第２号 

 

農地所有適格法人の要件確認について 

 
１ ３ 可  

議案第３号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
１ ４ 可  

２ ４ 可  

議案第４号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（案）について 
 ５ 可  

議案第５号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（案）について 
 ５ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和３年第４回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中７名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告１件議案５件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議事

が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号１番、廣瀬匡聡委員、議席番号４番、板東俊昭委員、推進委員の寺島 亨委員、

八木沼保幸委員、馬場旭委員、佐藤正幸委員、広瀬英俊委員より、欠席する旨の連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年５月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号５番、畠山義則委員及び議席番号６番、佐藤和信委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このことについて、

次のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められていますので、

委員会の審議を求めます。 

 

会長 はじめに、番号１-１ですが、佐藤和信委員の案件であることから、会議規則第10条の規定によ

り審議の間、佐藤和信委員の退席をお願いします。 

    （佐藤和信委員退席） 

会長 それでは、番号１-１について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号、番号１-１について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。１-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。１-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-１については原案のとおり決定することといたします。 
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（佐藤和信委員着席） 

会長 佐藤和信委員に報告します。１-１については、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号１-２及び１-３について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号、番号１-２及び１-３について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。１-２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ 

では採決します。１-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、１-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

１-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。このことについ

て、農地法第６条第１項、農地法施行規則第58条第１項の規定による報告書を受理したので、委員

会の審議を求めます。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いし

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてを上程いたしま

す。このことについて、伊達市長より農業振興地域整備計画の変更に係る意見書を求められたので、

委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号１については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、議案第４号、令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について

と議案第５号、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）についてを一括で上程しま

す。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号、第５号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。ただいまの事務局の議案第４号、議案第５号の説明に対して発言の

ある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。まず、議案第４号について原案の

とおり決定することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、議案第４号については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第５号について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、議案第５号については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第４回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和３年第５回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年５月27日（木）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市農業協同組合本所 ２階会議室 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊  

４番 板東 俊昭   ５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信 

７番 三木 克輝   ８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   八木沼 保幸   松下 敬夫 

馬場  旭   佐藤 正幸   広瀬 英俊 

 

４ 欠席委員 

   農地利用最適化推進委員 

    栗橋  誠   佐々木 園美  大友 敏雄    

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 鈴木 洋夫  農地係主任 横浜 康弘 
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令和３年第５回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 

 

現況証明届出専決処分について 

 
１ １ 承  

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ ２ 可  

議案第２号 

 

農用地利用集積計画の決定について 

 
２－１ ３ 可  

２－２ ３ 可  

２－３ ３ 可  

２－４ ３ 可  

２－５ ３ 可  

議案第３号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
１ ４ 可  

２ ４ 可  

議案第４号 「伊達市農業委員会会長専決規程」の一部改

正について 
 ５ 可  

以下余白  

    



- 2 - 

会長 それでは、ただいまから、令和３年第５回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中９名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告１件議案４件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議事

が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、推進委員の栗橋 誠委員、佐々木園美委員、大友敏雄委員より、欠席する旨の連絡があ

りました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年６月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号１番、廣瀬匡聡委員及び議席番号７番、三木克輝委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このことについて、

次のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを上程

いたします。このことについて、次のとおり農地法第18条第６項の規定による合意解約通知書を受

理したので、委員会の審議を求めます。 

  本件につきましては、佐藤修委員の案件であることから、会議規則第10条の規定に準じて審議の

間、佐藤修委員の退席をお願いします。 

    （佐藤修委員退席） 

会長 それでは、番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号、番号１について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

（佐藤修委員着席） 
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会長 佐藤修委員に報告します。番号１については、原案のとおり受理することに決定いたしました。 

 

会長 次に、議案第２号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められていますので、

委員会の審議を求めます。あわせて、所有権を取得した者から請求があるときは、嘱託登記を行う

ものとします。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。２-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。２-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、２-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、２-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

２-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、２-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、２-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

２-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、２-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、２-４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

２-４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、２-４については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、２-５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

２-５について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、２-５については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてを上程いたしま

す。このことについて、伊達市長より農業振興地域整備計画の変更に係る意見書を求められたので、

委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 
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事務局 （議案第３号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、議案第４号、伊達市農業委員会会長専決規程の一部改正についてを上程します。このこ

とについて、次のとおり改正したいので委員会の審議を求めます。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。本件について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。原案のとおり改正することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、議案第４号については原案のとおり改正することに決定いたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第５回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和３年第６回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年６月25日（金）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市市民活動センター 交流室１・２ 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊  

４番 板東 俊昭   ５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信 

７番 三木 克輝   ８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   栗橋  誠   八木沼 保幸   松下 敬夫 

馬場  旭   佐々木 園美  佐藤 正幸    広瀬 英俊 

 

４ 欠席委員 

   農地利用最適化推進委員 

    佐藤  修   大友 敏雄    

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 鈴木 洋夫  農地係主任 横浜 康弘 
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令和３年第６回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ １ 可  

議案第２号 農地法第３条の許可申請について 
１ ２ 可  

２ ２ 可  

３ ２ 可  

４ ２ 可  

議案第３号 農地法第５条の許可申請について 
１ ３ 可  

議案第４号 

 

農用地利用集積計画の決定について 

 
３－１ ４ 可  

３－２ ４ 可  

３－３ ４ 可  

３－４ ４ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和３年第６回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中９名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、議案４件となっております。なお、本日の総会から前回の一般協議事項で確認し

たとおり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、議案に対する説明は原則省略のうえ取り進め

ることといたします。委員の皆様におかれましては、会議時間の短縮について、改めてご協力をお

願い申し上げます。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、推進委員の佐藤修委員、大友敏雄委員より、欠席する旨の連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年７月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号４番、板東俊昭委員及び議席番号８番、水戸部俊輝委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを

上程いたします。議案の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第１号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。本案件に対しまして、発言のある方は挙手願います。よろしいです

か。それでは採決します。原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第３条の許可申請についてを上程いたします。議案の内容について、

事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第２号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願いま

す。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 
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（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農地法第５条の許可申請についてを上程いたします。なお、本案件につい

ては、農業委員会総会の意思決定をもとに、北海道農業会議へ意見聴取を行い、その回答結果を踏

まえ農業委員会会長の専決で許可・不許可を決定することといたします。議案の内容について、事

務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第３号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。本案件に対しまして、発言のある方は挙手願います。よろしいです

か。それでは採決します。本案件について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙

手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、本案件については、許可処分相当と決定し、北海道農業会議へ意見聴取を

行ったうえ、その回答が許可相当で一致した場合は、農業委員会会長の専決で転用事業者へ許可書

を交付することといたします。 

 

会長 次に、議案第４号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。本案件については、

伊達市長から決定を求められております。議案の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第４号について補足説明なし） 

 

会長 それでは審議に入ります。３-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。３-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、３-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、３-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

３-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 
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（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、３-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、３-３について、発言のある方は挙手願います。八木沼委員。 

 

八木沼委員 ３-３の案件については、更新ではないのですね。新規の契約という形ですか。 

 

事務局 お答えします。３-３は、新規でございます。 

 

八木沼委員 この件も、さっきの議案第２号もそうですが、総会の議案に上げる前に、地元委員には

一報ぐらいもらわないと、今ここで初めて地元の案件を見て、地元の人が質問するというのはあま

り恰好がいいとは言えないので、これからはよろしくお願いします。 

 

事務局 分かりました。 

 

会長 他に発言のある方はいらっしゃいませんか。よろしいですか。それでは採決します。３-３につ

いて、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、３-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、３-４について、発言のある方は挙手願います。宮澤委員。 

 

宮澤委員 今回、この所有者は所有権を移転するのだけれど、売買した後、どのくらい農地の面積が

残るのか。 

 

事務局 お答えします。この農地を売った時点で保有している農地はなくなります。 

 

会長 他に発言のある方はいらっしゃいませんか。よろしいですか。それでは採決します。３-４につ

いて、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、３-４については原案のとおり決定することといたします。なお、３-４に 

ついては、所有権を取得した者から請求があるときは、嘱託登記を行うものといたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第６回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和３年第７回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年７月26日（月）午後１時55分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市市民活動センター 交流室３・４ 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊  

４番 板東 俊昭   ５番 畠山 義則   ７番 三木 克輝 

８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   栗橋  誠   八木沼 保幸 

松下 敬夫   馬場  旭   佐々木 園美  広瀬 英俊 

 

４ 欠席委員 

   農業委員 

    ６番 佐藤 和信    

農地利用最適化推進委員 

    佐藤 正幸   大友 敏雄    

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 鈴木 洋夫  農地係主任 横浜 康弘 
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令和３年第７回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 現況証明届出専決処分について 
１ １ 承  

２ １ 承  

３ １ 承  

報告第２号 国営伊達土地改良事業の参加資格申し出の受

理について 
1～115 ２ 承  

議案第１号 農地法第３条の許可申請について 
１ ３ 可  

２ ３ 可  

３ ３ 可  

４ ３ 可  

５ ４ 可  

６ ４ 可  

７ ４ 可  

８ ４ 可  

９ ４ 可  

議案第２号 

 

農用地利用集積計画の決定について 

 
４－１ ５ 可  

４－２ ５ 可  

４－３ ５ 可  

４－４ ５ 可  
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議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 
４－５ ５ 可  

議案第３号 現況証明について 
１ ６ 可  

議案第４号 農地所有適格法人の要件確認について 
１ ７ 可  

２ ７ 可  

３ ７ 可  

４ ７ 可  

５ ７ 可  

６ ７ 可  

７ ７ 可  

８ ７ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和３年第７回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告２件、議案４件となっております。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号６番佐藤和信委員、推進委員の佐藤正幸委員、大友敏雄委員より、欠席する旨

の連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年８月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号１番、廣瀬匡聡委員及び議席番号２番、梅津和美委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。報告の内容につい

て、事務局より説明願いします。 

 

事務局 （報告第１号について補足説明なし） 

 

会長 それでは、本案件について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がない

ようですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、報告第２号、国営伊達土地改良事業の参加資格申し出の受理についてを報告いたします。

報告の内容について、事務局より説明願いします。 

 

事務局 （報告第２号について補足説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第３条の許可申請についてを上程いたします。議案の内容について、

事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第１号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願いま

す。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号６について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号７について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号７については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号８について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号８について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号８については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号９について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号９について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号９については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。本案件については、

伊達市長から決定を求められております。議案の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第２号について補足説明なし） 

 

会長 それでは審議に入ります。４-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。４-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、４-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、４-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

４-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、４-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、４-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

４-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、４-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、４-４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

４-４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、４-４については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、番号４-５ですが佐藤和信委員の案件ではありますが、本日、欠席の連絡がありましたの

で、このまま議事を進めます。４-５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。４-５について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、４-５については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第３号、現況証明についてを上程いたします。本案件については、願出人から証明

の発給を求められております。議案の内容について、事務局より補足説明があればお願いします。 

 

事務局 （議案第３号について補足説明なし） 

 

会長 それでは、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 
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三木委員 願出地は、ヨシやイタドリ等の雑草やヤナギ等の雑木が繁茂しており、少なくとも十数年

は未耕作地であり、農地として利用されていなかったということを、長和地区担当であります八木

沼推進委員、栗橋推進委員と私の３名と、事務局２名で確認させていただきました。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、議案第４号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。議案の内容につ

いて、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第４号について補足説明なし） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いし

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号３について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号４について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号５について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号５については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号６について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号６について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号７について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号７について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号７については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号８について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号８について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号８については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第７回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和３年第８回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年８月25日（水）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市市民活動センター 交流室３・４ 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ３番 宮澤  豊   ４番 板東 俊昭 

５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信   ７番 三木 克輝 

８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   栗橋  誠   八木沼 保幸  松下 敬夫 

馬場  旭   佐々木 園美  佐藤 正幸   大友 敏雄 

 

４ 欠席委員 

   農業委員 

    ２番 梅津 和美    

農地利用最適化推進委員 

    佐藤  修   広瀬 英俊    

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 鈴木 洋夫  農地係主任 横浜 康弘 
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令和３年第８回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ １ 可  

議案第２号 農地法第５条の許可申請について 
１ ２ 可  

議案第３号 

 

農用地利用集積計画の決定について 

 
５－１ ３ 可  

５－２ ３ 可  

５－３ ３ 可  

議案第４号 現況証明について 
１ ４ 可  

議案第５号 農地所有適格法人の要件確認について 
１ ５ 可  

議案第６号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
１ ６ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和３年第８回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、議案６件となっております。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号２番梅津和美委員、推進委員の佐藤修委員、広瀬英俊委員より、欠席する旨の

連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年９月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号３番、宮澤豊委員及び議席番号４番、板東俊昭委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを

上程いたします。議案の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第１号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第５条の許可申請についてを上程いたします。なお、本案件につい

ては、農業委員会総会の意思決定をもとに、北海道農業会議へ意見聴取を行い、その回答結果を踏

まえ農業委員会会長の専決で許可・不許可処分を決定することといたします。議案の内容について、

事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第２号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当と決定し、北海道農業会議へ意見聴取を行

ったうえで、その回答が許可相当で一致した場合は、農業委員会会長の専決で転用事業者へ許可書

を交付することといたします。 
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会長 次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。本案件については、

伊達市長から決定を求められております。あわせて、所有権を取得した者から請求があるときは、

嘱託登記を行うものとします。 

 

会長 初めに、番号５-１ですが、廣瀬匡聡委員の案件であることから、会議規則第10条の規定により 

審議の間、廣瀬匡聡委員の退席をお願いします。 

（廣瀬匡聡委員退席） 

会長 それでは、番号５-１について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号５-１について補足説明なし） 

 

会長 それでは、審議に入ります。５-１について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。５-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、５-１については原案のとおり決定することといたします。 

（廣瀬匡聡委員着席） 

会長 廣瀬匡聡委員に報告します。番号５-１については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号５-２の議案内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第３号、番号５-２について補足説明なし） 

 

会長 それでは審議に入ります次に、５-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。５-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、５-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、番号５-３ですが、松下敬夫委員の案件であることから、会議規則第10条の規定に準じて 

審議の間、松下敬夫委員の退席をお願いします。 

（松下敬夫委員退席） 

会長 それでは、番号５-３について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号５-３について補足説明なし） 

 

会長 それでは、審議に入ります。５-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。５-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、５-３については原案のとおり決定することといたします。 

（松下敬夫委員着席） 

会長 松下敬夫委員に報告します。番号５-３については原案のとおり決定いたしました。 
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会長 次に、議案第４号、現況証明についてを上程いたします。本案件については、願出人から証明

の発給を求められております。議案の内容について、事務局より補足説明があればお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について補足説明なし） 

 

会長 それでは、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

畠山委員 願出地は、国道沿いにありますコミュニティセンターの奥に入った所にあり、現地は庭木

等が植えられ、かつ、雑木や雑草が繁茂しており、少なくとも数十年は未耕作地であり農地として

利用されていませんでした。確認日は令和３年８月11日、事務局２名、地区担当員３名で確認しま

した。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、議案第５号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。議案の内容につ

いて、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第５号について補足説明なし） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いし

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第６号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてを上程いたしま

す。このことについて、伊達市長より農業振興地域整備計画の変更に係る意見書を求められたので、

委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第６号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号１については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第８回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和３年第９回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年９月24日（金）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所２階会議室Ａ・Ｂ 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ３番 宮澤  豊   ４番 板東 俊昭 

５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信   ７番 三木 克輝 

８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

佐藤  修   栗橋  誠   松下 敬夫   馬場  旭 

佐々木 園美  佐藤 正幸   広瀬 英俊 

 

４ 欠席委員 

   農業委員 

    ２番 梅津 和美    

農地利用最適化推進委員 

    寺島  亨   八木沼 保幸  大友 敏雄    

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 鈴木 洋夫  農地係主任 横浜 康弘 
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令和３年第９回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 農地法第５条の規定による届出について 
１ １ 承  

報告第２号 現況証明届出専決処分について 
１ ２ 承  

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ ３ 可  

議案第２号 

 

 

農地法第３条の許可申請について 

 

 

１ ４ 可  

２ ４ 可  

３ ４ 可  

４ ４ 可  

５ ５ 可  

６ ５ 可  

７ ５ 可  

８ ５ 可  

議案第３号 現況証明について 
１ ６ 可  

２ ６ 可  

議案第４号 農地所有適格法人の要件確認について 
１ ７ 可  

２ ７ 可  

議案第５号 「伊達市農地銀行実施要綱」の制定について 
 ８ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和３年第９回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告２件議案５件となっております。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号２番梅津和美委員、推進委員の寺島亨委員、八木沼保幸委員、大友敏雄委員よ

り、欠席する旨の連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年10月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

  なお、本日の審議案件である議案第５号につきまして、申請書の一部に軽微な変更が判明したこ 

とに伴い、議案ごと差し替えを行っておりますので、ご容赦願います。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号５番、畠山義則委員及び議席番号６番、佐藤和信委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、農地法第５条の規定による届出についてを報告いたします。このこと

について、認定電気通信事業に供する中継施設の設置に伴う農地転用に関する届け出があったので、

農地法第５条第１項第８号及び農地法施行規則第 53 条第１項第 14 号の規定により農地転用の許可

は不要であることの通知を行ったので、報告します。 

報告の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （報告第１号について補足説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、報告第２号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。報告の内容について、

事務局より説明願いします。 

 

事務局 （報告第２号について補足説明なし） 

 

会長 それでは、番号１について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がない

ようですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを上程

いたします。議案の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第１号について補足説明） 
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会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第３条の許可申請についてを上程いたします。はじめに、番号11が

大友敏雄委員の案件であることから、他の案件に先立ち、会議規則第10条の規定に準じて審議の間、

大友敏雄委員の退席をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号、番号１及び番号２について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願いま

す。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号３ですが、私が当事者のため議長を会長職務代理と交代いたします 

（議長交代） 

職務代理 議長を交代しましたので、よろしくお願いいたします。番号３の審議にあたっては、小貫委

員の案件であることから、会議規則第10条の規定により審議の間、小貫委員の退席をお願いします。 

    （小貫委員退席） 

職務代理 それでは、番号３の議案の内容について事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第２号、番号３について補足説明） 

 

職務代理 それでは審議に入ります。番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。番号３について原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 
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職務代理 賛成多数ですので、番号３については原案のとおり許可処分することに決定いたします。 

（小貫委員着席） 

職務代理 小貫委員に報告いたします。番号３については、原案のとおり許可処分することに決定いた

しました。議長を交代いたします。 

（議長交代、小貫会長議長席着席） 

会長 次に、番号４から８の議案の内容について事務局より説明願います。 

事務局 （議案第２号、番号４から８について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。番号４について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願

います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号６について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号７について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号７については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号８について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号８について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号８については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、現況証明についてを上程いたします。本案件については、願出人から証明

の発給を求められております。議案の内容について、事務局より補足説明があればお願いします。 

 

事務局 （議案第３号について補足説明なし） 

 

会長 それでは、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 
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廣瀬委員 まず、番号１の願出地は、稀府地区の●●●●●●のすぐ近くに面している山間の浅地と

なっております。現地を見たところ、ヨシやイタドリ等の雑草が繁茂しており、２０年以上未耕作

地であり農地として利用されていませんでした。次に、番号２の願出地は、北稀府地区の●●●●

●●の裏手にある住宅街の中にあります。現地は転用許可後、既に住宅敷地として使用されており、

農地として利用されていませんでした。確認日は番号１、番号２ともに令和３年９月７日、地区担

当員３名、事務局２名で確認しました。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員からの調査結果の説明に対して発言のある方は挙手願います。よろし

いですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙

手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、議案第４号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。はじめに、番号

１の議案の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第４号、番号１について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いし

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２ですが、私が当事者のため議長を会長職務代理と交代いたします 

（議長交代） 

職務代理 再び議長を交代しましたので、よろしくお願いいたします。番号２の審議にあたっては、小

貫委員の案件であることから、会議規則第10条の規定により審議の間、小貫委員の退席をお願いし

ます。 

    （小貫委員退席） 

職務代理 それでは、番号２の議案の内容について事務局より説明願います。 
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事務局 （議案第４号、番号２について補足説明） 

 

職務代理 それでは審議に入ります。番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。番号２について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

職務代理 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

（小貫委員着席） 

職務代理 小貫委員に報告いたします。番号２については、原案のとおり受理することに決定いたしま

した。議長を交代いたします。 

（議長交代、小貫会長議長席着席） 

 

会長 次に、議案第５号、「伊達市農地銀行実施要綱」の制定についてを上程いたします。このこと

について、次のとおり制定したいので委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第５号について説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。本件について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。原案のとおり制定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、本件は原案のとおり制定することに決定いたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第９回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和３年第 10回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年10月25日（月）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所２階会議室Ａ・Ｂ 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊   ４番 板東 俊昭 

５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信   ７番 三木 克輝 

８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

栗橋  誠   八木沼 保幸  松下 敬夫   馬場  旭 

佐々木 園美  佐藤 正幸   大友 敏雄    

 

４ 欠席委員 

   農業委員 

    １番 廣瀬 匡聡    

農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   広瀬 英俊    

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 鈴木 洋夫  農地係主任 横浜 康弘 

 



- 1 - 

令和３年第10回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 現況証明届出専決処分について 
１ １ 承  

２ １ 承  

３ １ 承  

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ ２ 可  

２ ２ 可  

議案第２号 

 

 

農地法第３条の許可申請について 

 

 

１ ３ 可  

２ ３ 可  

３ ３ 可  

４ ３ 可  

５ ４ 可  

６ ４ 可  

７ ４ 可  

８ ４ 可  

９ ４ 可  

10 ５ 可  

11 ５ 可  

12 ５ 可  
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議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
６-１ ６ 可  

６-２ ６ 可  

議案第４号 現況証明について 
１ ７ 可  

議案第５号 農地所有適格法人の要件確認について 
１ ８ 可  

２ ８ 可  

議案第６号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
１ ９ 可  

議案第７号 相続税納税猶予に係る特例農地等の利用状況

の確認について 
１ 10 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和３年第10回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告１件議案７件となっております。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号１番廣瀬匡聡委員、推進委員の寺島亨委員、佐藤修委員、広瀬英俊委員より、

総会を欠席する旨の連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年11月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

   

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号７番、三木克輝委員及び議席番号８番、水戸部俊輝委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。報告の内容につい

て、事務局より説明願いします。 

 

事務局 （報告第１号について補足説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを上程

いたします。議案の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第１号について補足説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。番号１について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは、採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは、採決しま

す。番号２について、原案のとおり受理することに賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第３条の許可申請についてを上程いたします。はじめに、番号11が

大友敏雄委員の案件であることから、他の案件に先立ち、会議規則第10条の規定に準じて審議の間、
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大友敏雄委員の退席をお願いします。 

（大友委員退席） 

会長 それでは、番号11の議案の内容について事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第２号、番号11について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号11について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号11について原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願いま

す。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号11については許可処分相当といたします。 

（大友委員着席） 

会長 大友委員に報告いたします。番号11については、原案のとおり許可処分することに決定いたし

ました。 

 

会長 次に、残りの案件である番号１から番号10、及び番号12の議案の内容について事務局より説明 

願います。 

 

事務局 （議案第２号、番号１から10、及び番号12について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願

います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については許可処分相当といたします。 
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会長 次に、番号５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号６について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号７について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号７については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号８について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号８について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号８については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号９について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号９について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号９については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号10について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号10について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号10については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号12について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号12について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号12については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。本案件については、

伊達市長から決定を求められております。あわせて、所有権を取得した者から請求があるときは、

嘱託登記を行うものとします。議案の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第３号について補足説明） 
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会長 それでは審議に入ります。６-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。６-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第４号、現況証明についてを上程いたします。本案件については、願出人から証明

の発給を求められております。議案の内容について、事務局より補足説明があればお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について補足説明なし） 

 

会長 それでは、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

水戸部委員 願出地は、館山下の国道から●●に入る市道に面したところにありまして、●●●●●

●の資材置き場ということで転用の許可を取った土地がほとんどで、30年以上、農地として利用さ

れていませんでした。確認日は令和３年10月11日、地区担当員３名、事務局２名で確認しました。

以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員からの調査結果の説明に対して発言のある方は挙手願います。よろし

いですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙

手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、議案第５号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。議案の内容につ

いて、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第５号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いし

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 
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会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。 

番号２について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第６号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてを上程いたしま

す。このことについて、伊達市長より農業振興地域整備計画の変更に係る意見書を求められたので、

委員会の審議を求めます。 

それでは、議案の内容について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第６号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、議案第７号、相続税納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認についてを上程いたし

ます。このことについて、次のとおり通知したいので委員会の審議を求めます。議案の内容につい

て、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第７号について説明） 

 

会長 次に、本件について地区担当委員による調査内容の報告を求めます。 

 

佐藤和信委員 10月７日に農地利用最適化推進委員と事務局で現地確認を行いました。所在地は、舟

岡町の●●●●●から伊達寄りにあるコイン洗車場に隣接する１筆の農地で、ビニールハウスが立

ち並んでおり、ハウス内ではトマトが栽培されておりました。また、一部、路地物の栽培も行われ

ておりますので、事務局の判断どおり「自ら所有し、自ら農地として使用している」と認められま

す。以上で、調査内容の報告を終わります。 

 

会長 それでは審議に入ります。ただいまの事務局からの説明、地区担当員からの報告に対して発言

のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。原案のとおり通知することに賛

成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、本件は原案のとおり通知することに決定いたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第10回農業委員会総会を閉会いたします。 



 

 

 

 

令和３年第 11回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年11月26日（金）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市保健センター 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊  

４番 板東 俊昭   ５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信 

７番 三木 克輝   ８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   栗橋  誠   八木沼 保幸 

松下 敬夫   馬場  旭   佐々木 園美  佐藤 正幸    

大友 敏雄   広瀬 英俊  

 

４ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 鈴木 洋夫  農地係主任 横浜 康弘 
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令和３年第11回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ １ 可  

２ １ 可  

議案第２号 

 

 

農地法第３条の許可申請について 

 

 

１ ２ 可  

２ ２ 可  

３ ２ 可  

４ ２ 可  

５ ３ 可  

６ ３ 可  

７ ３ 可  

８ ３ 可  

９ ３ 可  

10 ４ 可  

11 ４ 可  

12 ４ 可  

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
７-１ ５ 可  

議案第４号 現況証明について 
１ ６ 可  

議案第５号 農地所有適格法人の要件確認について 
１ ７ 可  
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議案第６号 農用地の買入協議を行う旨の通知の要請につ

いて 
１ ８ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和３年第11回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中９名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、議案６件となっております。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、欠席委員はおりません。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年12月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

   

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号１番、廣瀬匡聡委員及び議席番号２番、梅津和美委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを

上程いたします。はじめに、番号１の議案の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第１号、番号１について補足説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。番号１について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは、採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２ですが、畠山義則委員の案件であることから、より会議規則第10条の規定により

審議の間、畠山義則委員の退席をお願いします。 

（畠山義則委員退席） 

会長 それでは、番号２について事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第１号、番号２について補足説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは、採決します。番号２について、原案のとおり受理することに賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

（畠山義則委員着席） 

会長 畠山義則委員に報告いたします。番号２については、原案のとおり受理することと決定いたし

ました。 
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会長 次に、議案第２号、農地法第３条の許可申請についてを上程いたします。議案の内容について、

事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第２号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願

います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号６について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号７について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号７については許可処分相当といたします。 
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会長 次に、番号８について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号８について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号８については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号９について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号９について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号９については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号10について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号10について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号10については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号11について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号11について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号11については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号12について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号12について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号12については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。本案件については、

伊達市長から決定を求められております。あわせて、所有権を取得した者から請求があるときは、

嘱託登記を行うものとします。議案の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第３号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。７-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。７-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、７-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第４号、現況証明についてを上程いたします。本案件については、願出人から証明

の発給を求められております。議案の内容について、事務局より補足説明があればお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について補足説明なし） 
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会長 それでは、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

八木沼委員 地区担当委員の八木沼です。去る10月13日、栗橋委員と事務局２名で確認して参りまし

た。三木委員につきましては10月14日の翌日に現地を確認しております。願出地は、長和から有珠

に向かって行く途中の山側の場所にありまして、雑草や雑木等が繁茂し、数十年は未耕作地であり

農地として利用されておりませんでした。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員からの調査結果の説明に対して発言のある方は挙手願います。よろし

いですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙

手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、議案第５号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。議案の内容につ

いて、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第５号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いし

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第６号、農用地の買入協議を行う旨の通知の要請についてを上程いたします。この

ことについて、次のとおり伊達市長に要請したいので委員会の審議を求めます。議案の内容につい

て、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第６号について説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり要請することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり要請することに決定いたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第11回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 



 

 

 

 

令和３年第 12回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年12月24日（金）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市市民活動センター 交流室１・２ 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊  

４番 板東 俊昭   ６番 佐藤 和信   ７番 三木 克輝  

８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   栗橋  誠   八木沼 保幸 

松下 敬夫   佐々木 園美  佐藤 正幸   大友 敏雄 

広瀬 英俊  

 

４ 欠席委員 

   農業委員 

    ５番 畠山 義則    

農地利用最適化推進委員 

馬場  旭    

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 鈴木 洋夫  農地係主任 横浜 康弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

令和３年第12回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ １ 可  

議案第２号 

 

農地法第３条の許可申請について 

 
１ ２ 可  

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
８-１ ３ 可  

８-２ ３ 可  

８-３ ３ 可  

８-４ ３ 可  

８-５ ３ 可  

８-６ ４ 可  

８-７ ４ 可  

８-８ ４ 可  

８-９ ４ 可  

８-10 ４ 可  

８-11 ４ 可  

８-12 ５ 可  

８-13 ５ 可  

８-14 ５ 可  

８-15 ５ 可  
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議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
８-16 ５ 可  

８-17 ５ 可  

８-18 ６ 可  

８-19 ６ 可  

８-20 ６ 可  

８-21 ６ 可  

８-22 ６ 可  

８-23 ７ 可  

８-24 ７ 可  

８-25 ７ 可  

８-26 ７ 可  

８-27 ７ 可  

８-28 ７ 可  

８-29 ８ 可  

８-30 ８ 可  

８-31 ８ 可  

８-32 ８ 可  

８-33 ８ 可  

８-34 ８ 可  
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議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
８-35 ９ 可  

８-36 ９ 可  

８-37 ９ 可  

８-38 ９ 可  

８-39 ９ 可  

８-40 ９ 可  

８-41 10 可  

８-42 10 可  

議案第４号 現況証明について 
１ 11 可  

２ 11 可  

３ 11 可  

議案第５号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
１ 12 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和３年第12回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、議案５件となっております。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号５番畠山義則委員、推進委員の馬場旭委員より総会を欠席する旨の連絡があり

ました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和４年１月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

   

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号３番、宮澤 豊委員及び議席番号４番、板東俊昭委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを

上程いたします。議案の内容について、事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第１号、番号１について補足説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。番号１について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは、採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第３条の許可申請についてを上程いたします。議案の内容について、

事務局より説明願います。 

 

事務局 （議案第２号、番号１について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願

います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。本案件については、

伊達市長から決定を求められております。あわせて、所有権を取得した者から請求があるときは、

嘱託登記を行うものとします。はじめに、番号８-８及び番号８-40の２件ですが、廣瀬匡聡委員の

案件であることから、会議規則第10条の規定により審議の間、廣瀬匡聡委員の退席をお願いします。 
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（廣瀬匡聡委員退席） 

会長 それでは、番号８-８及び番号８-40について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号８-８及び８-40について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。８-８について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。８-８について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-８については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-40について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。 

８-40について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-40については原案のとおり決定することといたします。 

（廣瀬匡聡委員着席） 

会長 廣瀬匡聡委員に報告いたします。番号８-８及び８-40については原案のとおり決定いたしまし 

た。 

 

会長 次に、番号８-18ですが、板東俊昭委員の案件であることから、会議規則第10条の規定により審

議の間、板東俊昭委員の退席をお願いします。 

（板東俊昭委員退席） 

会長 それでは、番号８-18について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号８-18について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。８-18について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。８-18について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-18については原案のとおり決定することといたします。 

（板東俊昭委員着席） 

会長 板東俊昭委員に報告いたします。番号８-18については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号８-37ですが、梅津和美委員の配偶者の案件であることから、会議規則第10条の規定

により審議の間、梅津和美委員の退席をお願いします。 

（梅津和美委員退席） 

会長 それでは、番号８-37について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号８-37について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。８-37について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ
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では採決します。８-37について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-37については原案のとおり決定することといたします。 

（梅津和美委員着席） 

会長 梅津和美委員に報告いたします。番号８-37については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、残りの案件である番号８-１から８-７、８-９から８-17、８-19から８-36、８-38及び８

-39、８-41及び８-42の以上、38件について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号８-１から８-７、８-９から８-17、８-19から８-36、８-38及び８-39、

８-41及び８-42について説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。８-１について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。８-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-４については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-５について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-５については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-６について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、８-６については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-７について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-７については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-９について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-９について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-９については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-10について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-10について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-10については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-11について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-11について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-11については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-12について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-12について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-12については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-13について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-13について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-13については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-14について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-14について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-14については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-15について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-15について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 



- 8 - 

会長 賛成多数ですので、８-15については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-16について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-16について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-16については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-17について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-17について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-17については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-19について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-19について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-19については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-20について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-20について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-20については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-21について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-21について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-21については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-22について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-22について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-22については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-23について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-23について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-23については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-24について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-24について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、８-24については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-25について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-25について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-25については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-26について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-26について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-26については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-27について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-27について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-27については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-28について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-28について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-28については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-29について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-29について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-29については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-30について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-30について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-30については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-31について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-31について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-31については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-32について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-32について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、８-32については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-33について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-33について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-33については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-34について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-34について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-34については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-35について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-35について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-35については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-36について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-36について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-36については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-38について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-38について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-38については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-39について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-39について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-39については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-41について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

８-41について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-41については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、８-42について、発言のある方は挙手願います。八木沼委員。 

 

八木沼委員 推進委員の八木沼です。先ほど事務局から説明をもらっているが、どういうシステムで
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ワンクッション、農地中間管理機構が入っているのか、また、売り手、買い手にメリットがあるの

か無いのか、もう少し詳しく説明をお願いします。 

 

事務局 まず、売り手については、譲渡所得の1,500万円控除、通常の利用集積ですと800万円までで

すが、農地保有合理化事業を使いますと1,500万円まで受けられるというメリットがございます。次

に、買い手については、合理化事業を利用すると関連する他の補助制度等を活用する際の審査の加

点となる場合があるが、特に制度上のメリットというのはございません。ただ、５年間、利用権設

定を結んだ後に売買となるので、資金を借りたり貯めたりするのに期間を設けることができるとい

うことがあります。ちなみに、毎年の賃借料として公社買入価格の２％を買い手が公社に５年間支

払うことになります。売り手は売却の際に、公社買入価格の２％を経費として公社に支払うことに

なります。 

 

八木沼委員 農地バンクとか中間管理機構とかそういう制度に払うのか。 

 

事務局 これは公社が行う機構事業のひとつです。機構事業は農地中間管理事業と農地保有合理化事

業（特例事業）とに分かれておりまして、中間管理事業というのは賃借だけ、保有合理化事業とい

うのは売買事業で、北海道農業公社が農地中間管理機構ということで行っている事業となりますの

で、北海道農業公社に支払うことになります。 

 

八木沼委員 番号41と42で同じ人が42は所有権、41は賃貸借を設定するとあるが、42で公社が購入し

て、41の人が賃借料を払い、５年後に売買することでこの制度が使えることになるのか。 

 

廣瀬匡聡委員 41の借り手はこの事業とは別の人です。41番は●●●●さんとの賃貸借、42番につい

ては、実は●●●さんとの売買になります。本当のことを言うと、これは負債整理です。負債整理

には意味があって、所有者の●●●●さんが●●●さんに買ってくれないかという話になって、そ

の時は税金の控除や資金の関係から何かいい方法はないかという事で●●と相談したところ、一度、

農地保有合理化事業に乗って、一旦公社に預けて賃貸した後、●●●さんが買うというのが１番い

いという事で話が進んでいます。あと、41の●●●●さんが●●●●さんから借りる畑と私が41の

同じく●●●●さんから借りている畑があるのですが、そこは場所が離れているんですね。実際、

42番の農地は●●●●さんの自宅のすぐ側、●●小学校の近くで、私が借りている所と41の●●●

●さんが借りる所はずっと離れていまして、海岸の方にあります。とりあえず、そちらの方の畑は

賃貸でそのまま使って欲しい、家の近くの畑は負債整理の関係で、●●●さんに買ってもらうとい

う中で進んでいる話です。それで、資金とか税金の控除とかで、ここだけは一度、公社に入っても

らうという形で進んでいる話です。 

 

八木沼委員 分かりました。 

 

会長 ほかに発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。８-42について、

原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、８-42については原案のとおり決定することといたします。暫時休憩いたし

ます。 

（休憩） 

会長 総会を再開します。次に、議案第４号、現況証明についてを上程いたします。本案件について

は、願出人から証明の発給を求められております。議案の内容について、事務局より補足説明があ

ればお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について補足説明なし。番号１の現地確認日の記載誤りついて報告、陳謝。） 

 

会長 それでは、地区担当委員より現況調査の結果を説明願います。はじめに、番号１について有珠 

地区担当委員より現況調査の結果を説明願います。 

 

三木委員 願出地は恋人海岸の山側で、アルトリ岬側の土地となっております。去る12月1日、宮澤委

員、広瀬委員、私と事務局２名で確認して参りました。現地は雑草や雑木等が繁茂し、数十年来、

未耕作地であり農地として利用されておりませんでした。以上です。 

 

会長 ただいまの有珠地区担当委員からの調査結果の説明に対して、発言のある方は挙手願います。

よろしいですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委

員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、番号２について中央地区担当委員より現況調査の結果を説明願います。 

 

水戸部委員 ２番目の願出地は、伊達開来高校より山手の方に６００ｍほど行ったところにありまし

て、記載のとおり十数年来、未耕作地で、現況としては一部、資材置場等として利用されておりま

した。確認日は12月8日、地区担当委員３名と事務局２名で確認して参りました。以上です。 

 

会長 ただいまの中央地区担当委員からの調査結果の説明に対して、発言のある方は挙手願います。

よろしいですか。それでは採決します。番号２について原案のとおり決定することに賛成の農業委

員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、番号３について関内地区担当委員より現況調査の結果を説明願います。 

 

板東委員 願出地は元の公民館の近くで雑草などが生い茂っており、十数年来、未耕作地であり農地

として利用されておりませんでした。確認日は10月12日でちょうど耕作放棄地調査の日でありまし
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て、地区担当委員３名と事務局２名で確認して参りました。以上です。 

会長 ただいまの関内地区担当委員からの調査結果の説明に対して、発言のある方は挙手願います。

よろしいですか。それでは採決します。番号３について原案のとおり決定することに賛成の農業委

員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、議案第５号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてを上程いたしま

す。本案件については、伊達市長より農業振興地域整備計画の変更に係る意見書を求められており

ます。議案の内容について、事務局より説明願いします。 

 

事務局 （議案第５号について補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年第12回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


